
�愛媛県告示第７７９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により指定した施術機関の施術所の所在地が、次の

ように変更された。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

施 術 機 関 施 術 所
変 更
年 月 日

氏 名 名 称 所 在 地

入江信吉 入江接骨院

（変更後）
宇和島市津島町高田丙３９６

平成２６年
５月１日

（変更前）
宇和島市津島町高田丙３１３

�������
�愛媛県告示第７８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように休止した旨の届出があった。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地
休 止

年 月 日

寺井歯科医院 宇和島市新田町１－２－３８ 平成２６年
５月２４日

�������
�愛媛県告示第７８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地
廃 止

年 月 日

こたに歯科医院 新居浜市星原町６－１５ 平成２６年
４月３０日

やまだ歯科医院 今治市吉海町名２８－１ 平成２６年
５月４日

ふじいし医院 宇和島市三間町務田７７７－１ 平成２６年
５月１２日

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第７８２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地及び

居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社リビング・サポート
研究所 西条市新市６６３番地１ ヘルパーステーション媛達磨 西条市三津屋東４９番地 平成２６年５月１日

有限会社新居浜調剤 新居浜市王子町３－２ 王子調剤薬局 新居浜市王子町３－２ 平成２６年５月１４日

社会福祉法人愛生福祉会 高知県宿毛市平田町戸内１８１３
番地１ ショートステイ事業所祝の郷 宇和島市祝森甲２４０７番地 平成２６年５月２０日

社会福祉法人愛生福祉会 高知県宿毛市平田町戸内１８１３
番地１ デイサービスセンター祝の森 宇和島市祝森甲２４０７番地 平成２６年５月２０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人宮下整形外科・内科 新居浜市松神子三丁目１番２６
号

指定居宅介護支援事業所みや
した

新居浜市松神子三丁目１番２６
号 平成２６年５月１４日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社新居浜調剤 新居浜市王子町３－２ 王子調剤薬局 新居浜市王子町３－２ 平成２６年５月１４日

社会福祉法人愛生福祉会 高知県宿毛市平田町戸内１８１３
番地１ ショートステイ事業所祝の郷 宇和島市祝森甲２４０７番地 平成２６年５月２０日

社会福祉法人愛生福祉会 高知県宿毛市平田町戸内１８１３
番地１ デイサービスセンター祝の森 宇和島市祝森甲２４０７番地 平成２６年５月２０日
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�愛媛県告示第７８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（特定福祉用具販売事業者）の主たる事務所の所

在地及び特定福祉用具販売事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地及び

介護予防事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）の主たる事

務所の所在地及び特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ヒューマンライフ

（変更後）
宇和島市朝日町三丁目６番２２
号

株式会社ヒューマンライフ

（変更後）
宇和島市朝日町三丁目６番２２
号

平成２６年５月７日
（変更前）
宇和島市朝日町三丁目５番２５
号

（変更前）
宇和島市朝日町三丁目５番２５
号

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ヒューマンライフ

（変更後）
宇和島市朝日町三丁目６番２２
号

株式会社ヒューマンライフ

（変更後）
宇和島市朝日町三丁目６番２２
号

平成２６年５月７日
（変更前）
宇和島市朝日町三丁目５番２５
号

（変更前）
宇和島市朝日町三丁目５番２５
号

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ヒューマンライフ

（変更後）
宇和島市朝日町三丁目６番２２
号

株式会社ヒューマンライフ

（変更後）
宇和島市朝日町三丁目６番２２
号

平成２６年５月７日
（変更前）
宇和島市朝日町三丁目５番２５
号

（変更前）
宇和島市朝日町三丁目５番２５
号

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ヒューマンライフ

（変更後）
宇和島市朝日町三丁目６番２２
号

株式会社ヒューマンライフ

（変更後）
宇和島市朝日町三丁目６番２２
号

平成２６年５月７日
（変更前）
宇和島市朝日町三丁目５番２５
号

（変更前）
宇和島市朝日町三丁目５番２５
号
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�������
�愛媛県告示第７９０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３２
年７月
２６日

愛媛県
第１２２９
号

副産石
灰肥料

パール
シェル

アルカ
リ分
４８．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２

平成３２
年７月
２６日

愛媛県
第１２３０
号

副産石
灰肥料

粒状パ
ー ル
シェル

アルカ
リ分
４８．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２

�������
�愛媛県告示第７９１号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により、次の

肥料の登録は、失効した。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２６
年６月
２日

愛媛県
第１２７４
号

混合有
機質肥
料

南海混
合有機
質肥料
６－５

窒素全
量
６．０

りん酸
全量
５．０

南海物産株式会
社
愛媛県松山市古
三津２丁目２０番
３８号

�������
�愛媛県告示第７９２号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

東温市山之内字上ナル乙１５３７の６、乙１５３７の７、乙１５３８の１、

乙１５３９の６、乙１５３９の７

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第７９３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

南宇和郡愛南町緑丙１０６の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第７９４号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２６年２月愛媛県

告示第１８１号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を内子町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

喜多郡内子町寺村７ 上浮穴郡小田町大字寺村５５５
藤 田 典 生 森林所有者

喜多郡内子町中川２１１６ 喜多郡内子町中川２９４８
那 須 明 穂 〃

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び内子

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７９５号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２６年２月愛媛県

告示第１８２号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を内子町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町一丁目４番
１４号 アースサポート新居浜 新居浜市西原町二丁目２番２０１２

号 平成２６年５月３１日
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１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

喜多郡内子町臼杵１８２８、
１８２９の１

上浮穴郡小田町大字寺村１０９７
谷 浩 一 森林所有者

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び内子

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年６月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第２１号
政治団体の設立の届出（平成２５年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２号）の一部を次のとおり訂正する。

平成２６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

表中日本維新の会衆議院愛媛県第４区支部の項、日本維新の会衆議院愛媛県第２選挙区支部の項、新時代戦略研究会の項及び西岡新後援

会の項を削り、同表を４国会議員関係政治団体以外の政治団体の表とし、同表の前に次の３表を加える。

１ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

新時代戦略研究会 西 岡 新 安 永 副 美 今治市北日吉町二丁目６－４２ 衆議院議員 平成２５年１月２４日

２ 法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体

政治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の候補者
の 氏 名 公職の種類 届出年月日 備 考

代 表 者 会計責任者

新時代戦略研究会 西岡 新 安永 副美 今治市北日吉町二丁目６－
４２ 西岡 新 衆議院議員 平成２５年１月２４日

西岡新後援会 仲井 祥泰 安永 副美 今治市北日吉町二丁目６－
４２ 西岡 新 衆議院議員 平成２５年１月２４日

３ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

日本維新の会衆議院愛媛県第４区
支部 桜 内 文 城 山 根 誠 司 宇和島市中央町二丁目１－７ 衆議院議員 平成２４年１１月２６日 政党の支部

日本維新の会衆議院愛媛県第２選
挙区支部 西 岡 新 板 倉 広 透 今治市北日吉町二丁目６－４２ 衆議院議員 平成２４年１２月５日 政党の支部

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年６月１１日 特定非営利活動法人セルプメイ
ト 村 上 幸 久 松山市福音寺町４４４－８ この法人は、会員が持つ技術や知識及び経験を

活かすことにより、障がいを持つ人々に対して、
賃金水準の向上及び就職に役立つ技術や知識の
習得のための支援事業を行い、障がい者と健常
者が互いに協力し合いながら幸せな生活を共に
できる社会の実現、福祉の増進及び経済の発展
に寄与することを目的とする。

選挙管理委員会告示
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２２号
政治団体の設立の届出（平成２５年５月愛媛県選挙管理委員会告示第２４号）の一部を次のとおり訂正する。

平成２６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

表中自由民主党愛媛県参議院選挙区第一支部の項を削り、同表を２国会議員関係政治団体以外の政治団体の表とし、同表の前に次の表を

加える。

１ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県参議院選挙区第
一支部 井 原 巧 井 原 司 四国中央市中曽根町４１１－５ 参議院議員 平成２５年３月１５日 政党の支部

��������������
�愛媛県選挙管理委員会告示第２３号
政治団体の設立の届出（平成２５年５月愛媛県選挙管理委員会告示第３３号）の一部を次のとおり訂正する。

平成２６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

表中日本維新の会衆議院愛媛県第３選挙区支部の項を削り、同表を２国会議員関係政治団体以外の政治団体の表とし、同表の前に次の表

を加える。

１ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

日本維新の会衆議院愛媛県第３選
挙区支部 森 夏 枝 白 木 とし子 西条市西田甲４５０－１ 衆議院議員 平成２５年４月２２日 政党の支部

��������������
�愛媛県選挙管理委員会告示第２４号
政治団体の設立の届出（平成２５年８月愛媛県選挙管理委員会告示第６５号）の一部を次のとおり訂正する。

平成２６年６月２４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

表中藤岡かよこを支援する会豊策会の項を削り、同表を３国会議員関係政治団体以外の政治団体の表とし、同表の前に次の２表を加える。

１ 法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

藤岡かよこを支援する会豊策会 藤 岡 佳代子 藤 岡 喜美代 松山市一番町一丁目１１－４ 参議院議員 平成２５年６月６日

２ 法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体

政治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主たる事務所の所在地 公職の候補者
の 氏 名 公職の種類 届出年月日 備 考

代 表 者 会計責任者

藤岡かよこを支援する会豊策会 藤岡佳代子 藤岡喜美代 松山市一番町一丁目１１－４ 藤岡佳代子 参議院議員 平成２５年６月６日

平成２６年６月２４日 発行
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